
▼
シ
リ
ー
ズ
の
第
７
回
目
は
「
時
間
外

勤
務
手
当
」
に
つ
い
て
で
す
。
い
わ
ゆ

る
「
残
業
手
当
」
で
す
ね
。 

▼
今
回
、
条
例
・
規
則
等
を
参
考
と
し

て
い
る
自
治
体
は
「
西
会
津
町
」
で

す
。
必
ず
ご
自
分
の
自
治
体
の
例
規
集

で
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。 

▼
簡
単
に
説
明
し
ま
す
が
【
図
表
１
】

が
時
間
外
勤
務
手
当
の
計
算
式
で
、
こ

の
中
の
「
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
給
与

額
」
の
計
算
式
が
【
図
表
２
】
で
す
。 
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学習の強化と団結で、春闘を勝利しよう！ 

シ
リ
ー
ズ
⑦
『
時
間
外
勤
務
手
当
』 

組
合
員
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
学
ん
で
い
く
『
紙
面
学
習
』
の

７
回
目
で
す
。
ぜ
ひ
、
こ
れ
を
基
に
職
場
の
仲
間
の
皆
さ
ん

と
話
合
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

紙面学習 

当面の日程 
■3月9日（土）13:00～ 

〇会津総支部定期大会 
（若松ワシントンH） 
 
■3月15日（金） 

〇県本部中央執行委員会 
〇県本部新旧合同役員会 
（福島GP） 
 
■3月16日（土） 

〇県本部新旧専従者会議 
（福島GP） 

【
図
表
３
】
が
支
給
割
合
で
す
。
夜
間
勤

務
時
間
帯
（
22
時
～
翌
朝
５
時
）
は
25
％

増
し
で
、
週
休
日
（
土
日
）
や
休
日
勤
務

の
場
合
も
割
増
し
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

時
間
外
勤
務
が
月
60
時
間
を
超
え
る
分
に

つ
い
て
も
割
増
し
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法
等
の
改
正
に

併
せ
て
、
関
係
条
例
・
規
則
等
も
改
正
さ

れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
要
は
、

基
本
的
に
は
「
民
間
と
同
じ
制
度
」
に

な

っ

て

い

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。 

【図表１】時間外勤務手当の計算式 

勤務１時間当
たりの給与額 × 支給割合 × 時間外の勤務

時間 

区 分 正規の勤務時間が
割り振られた日 週休日・休日 

17:15～22:00 125％ 135％ 

22:00～5:00 150％ 160％ 

5:00～8:30 125％ 135％ 

【図表２】勤務1時間当たりの給与額の計算式  

給料・各種手当（※）
の月額 × 12カ月 

1週間の 
勤務時間 
38時間 
45分 

× 52週 － 
1日の 

勤務時間 
7時間45分 

× 
土日を除く
休日等の実

日数 

※分子の「給料」は、扶養手当や通勤手当等を含みません。同じく「各種手当」と
は、地域手当（福島県は該当なし）、特殊勤務手当等のことです。 

【図表３】支給割合 
（参考例）西会津町「職員の給与に関する条例」第14条 

「職員の給与の支給に関する規則」第17条の2 等 

区 分 時間外勤務が月60時間を超える分 
（休日における正規の勤務時間を除く） 

17:15～22:00 150％ 

22:00～5:00 175％ 

5:00～8:30 150％ 

【図表４】時間外勤務の上限時間 
（参考例）西会津町「職員の勤務時間、休暇等に関する規則」第6条の2の2 

区 分 月 年 

他律的業務の比重
が高いと指定され

ている職場 
（特に忙しい職場） 

100時間 720時間 

上記以外の職場 45時間 360時間 

【
図
表
４
】
が
時
間
外
勤
務
の
上
限
時
間

で
、
通
常
は
「
月
45
時
間
、
年
間
３
６
０

時
間
」
と
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、

「
特
に
忙
し
い
職
場
」
等
と
指
定
し
た
場

合
に
は
、
記
載
の
と
お
り
上
限
時
間
を
高

く
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
こ
れ
ら

に
関
し
て
は
、
総
務
省
通
知
が
22
年
12
月

に
発
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
「
長
時 

間
労
働
の
是
正
の
た
め
に

は
、
前
提
と
し
て
、
職
員
の

勤
務
時
間
を
適
切
に
把
握
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ

の
上
で
、
例
外
的
に
上
限
時

間
を
高
く
設
定
す
る
部
署
の

指
定
や
、
時
間
外
勤
務
の
要

因
の
整
理
・
分
析
・
検
証
、

時
間
外
勤
務
縮
減
に
向
け
た

適
切
な
対
策
等
を
行
う
必
要

が
あ
る
こ
と
」
等
に
つ
い
て

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な

み
に
時
間
外
勤
務
が
「
月
１

０
０
時
間
」
を
超
え
る
こ
と

は

違

法

と

な

り

ま

す

。 
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機関紙の内容について職場の仲間と話し合おう！ 

 

編
集
後
記 

▼
高
気
圧
に
覆
わ
れ
た
２
月

19

日

（
月
）
、
県
内
は
お
お
む
ね
４
月
中
旬

か
ら
下
旬
並
み
の
気
温
だ
っ
た
と
か
。

中
で
も
会
津
若
松
市
で
は

20

・
２

度
、
喜
多
方
市
で
は
19
・
６
度
と
な

り
、
何
れ
も
２
月
の
観
測
史
上
、
最
も

高
温
と
な
っ
た
と
の
こ
と
。
ま
た
、
こ

の
と
こ
ろ
の
暖
冬
傾
向
で
、
県
内
で
は

平
年
よ
り
も
16
日
も
早
く
梅
が
開
花

し
た
と
か
。
桜
の
開
花
も
早
ま
る
予
想

も
あ
り
、
開
花
に
合
わ
せ
た
イ
ベ
ン
ト

を
企
画
し
て
い
る
方
は
、
気
が
気
で
な

い
と
い
う
状
況
で
し
ょ
う
か
？
山
の
降

雪
量
減
少
に
よ
る
夏
場
の
水
不
足

等
々
、
影
響
が
出
な
け
れ
ば
よ
い
の
で

す
が
…
。 

 
 
 
 
 
 

（
坂
内
） 

▼
次
に
関
連
し
て
「

36

（
さ
ぶ
ろ 

く
）
協
定
」
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思 

い
ま
す
。 

▼
労
働
基
準
法
で
は
、
雇
用
主
は
原
則

と
し
て
休
憩
時
間
を
除
い
て
「
１
日
８

時
間
、
週
40
時
間
」
（
法
定
労
働
時

間
）
を
超
え
て
従
業
員
を
働
か
せ
て
は

い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

法
定
労
働
時
間
を
超
え
て
働
か
せ
る
場

合
、
あ
ら
か
じ
め
従
業
員
の
代
表
と

「
時
間
外
・
休
日
労
働
に
関
す
る
協
定

届
」
を
労
使
で
（
毎
年
）
締
結
し
、
労

働
基
準
監
督
署
に
届
け
出
て
お
く
こ
と

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
協
定
が
労

働
基
準
法
第
36
条
に
基
づ
い
て
い
る

た
め
「
36
協
定
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
「
36
協
定
」
を
締
結
し
て

初
め
て
雇
用
主
は
法
定
労
働
時
間
を
超

え
て
従
業
員
を
残
業
さ
せ
る
こ
と
が
で 

き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。 

共済動画 

備えて守って補償する 
じちろうマイカー共済
（約15分）  

総支部HP 
QRコード 

▼
次
に
「
公
務
員
に
36
協
定
は
必
要

な
の
か
？
」
に
つ
い
て
で
す
。
結
論
か

ら
言
う
と
、
国
家
公
務
員
は
基
本
的
に

不
要
（
一
般
職
は
労
基
法
適
用
外
）
で

す
が
、
地
方
公
務
員
は
「
業
種
に
よ
っ

て
は
必
要
」
と
な
り
ま
す
。
協
定
が
必

要
な
の
は
【
図
表
７
】
の

15

業
種

で
、
具
体
的
に
は
「
水
道
事
業
」
「
幼

稚
園
」
「
保
育
所
」
な
ど
が
該
当
し
、

一
般
事
務
的
な
職
場
は
、
不
要
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
地
方
公
務
員
は
労

基
法
36
条
が
適
用
さ
れ
る
も
の
の
、

36
協
定
に
関
し
て
は
例
外
扱
い
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

▼
な
ぜ
そ
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
言
う

と
、
同
じ
労
基
法
の
第
33
条
第
３
項

に
「
公
務
の
た
め
に
臨
時
の
必
要
が
あ

る
場
合
に
は
、
時
間
外
労
働
を
さ
せ
て

よ
い
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が

「

36

協
定
不
要
」
と
い
う
解
釈
に 

な
っ
て
い
る
た
め
で
す
。
し
か
し
、
こ

れ
は
「
36
協
定
を
締
結
し
て
は
い
け

な
い
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
、

職
場
の
仲
間
を
守
る
と
い
う
考
え
方
か

ら
「
36
協
定
は
締
結
す
べ
き
」
と
い

う
の
が
自
治
労
の
考
え
方
に
な
り
ま

す
。 

▼
最
後
に
記
載
し
ま
す
が
、
時
間
外
勤

務
（
休
日
出
勤
を
含
む
）
は
、
「
所
属

長
の
命
令
」
に
基
づ
き
行
う
の
が
原
則

で
す
。
時
間
外
勤
務
前
に
所
属
長
に

「
〇
〇
の
た
め
〇
時
間
残
業
し
ま
す
」

と
説
明
し
、
勤
務
命
令
簿
に
印
を
も
ら

う
、
こ
れ
が
原
則
で
す
。 

【図表５】36協定の記載内容 

■対象となる労働者の範囲 

■対象期間（最長１年間） 

■時間外労働・休日出勤をさせる理由 

■ 同上 時間数及び日数 

■適正運用のために必要な厚生労働省令で定める事
項（割増賃金率や健康を確保するための措置など） 

月 45時間 

年 360時間 

【図表６】時間外労働の上限 
（「働き方改革」で大臣告示から法規制に変わりました） 

※これが【図表４】の根拠となっています。 
※法律上、時間外労働の上限は、原則として「月45時間・
年360時間」となっており、臨時的な特別の事情がなければ
これを超えることができません。 
※臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合でも、
以下を守らなければなりません。 
▶時間外労働が年720時間以内 
▶時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満 
▶時間外労働と休⽇労働の合計について、「２か⽉平均」
「３か⽉平均」「４か⽉平均」「５か⽉平均」「６か⽉平
均」が全て１⽉当たり80時間以内 
▶時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年６
か⽉が限度 

【図表７】36協定が必要な公務の業種 
（労働基準法別表第一） 

①物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、
仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材
料の変造の事業（電気、ガス又は各種動力の発生、変更若し
くは伝導の事業及び【水道】の事業を含む。）  

②鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業  

③土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変
更、破壊、解体又はその準備の事業  

④道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は
貨物の運送の事業  

⑤ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨
物の取扱いの事業  

⑥土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若し
くは伐採の事業その他農林の事業  

⑦動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その
他の畜産、養蚕又は水産の事業  

⑧物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業  

⑨金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業  

⑩映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業  

⑪郵便、信書便又は電気通信の事業  

⑫【教育】、研究又は調査の事業  

⑬病者又は虚弱者の治療、看護その他【保健衛生】の事業  

⑭旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業  

⑮焼却、清掃又はと畜場の事業  


